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立入検査に関して留意すべき事項
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【無通告での実施】

・立入検査は、無通告で実施

・業務の状況を把握している方に立会をお願い

※無通告検査にスムーズに対応するため、
あらかじめ２名以上の立会人を選定する
ことが望ましい
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【事業場における立入検査の流れ】

１．検査内容の伝達： 目的・内容の表明
２．事業場の業務概要の把握
３．成分規格・製造基準の遵守状況の検査
４．帳簿類の検査
５．表示の検査
６．試験品の集取
７．現場巡察
８．記録書の作成
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《製造業者の場合》
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【製造事業場の概要】

・製造品目及び製造数量
・製造工程の概要
・製造管理状況
・在庫状況
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【成分規格・製造基準】

・規格・基準を遵守するために講
じている安全確保対策

（原料の保管、加熱処理、添加物の
使用、製品の保管、品質管理）

8



【帳簿の備付け１】

・名称及び数量
・製造年月日
・原材料の名称及び数量
・ 原材料の譲受けの年月日及び
相手方の氏名又は名称
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【帳簿の備付け２】

・譲り渡したペットフードの名称
及び数量

・相手方の氏名又は名称
・譲り渡しの年月日
・譲り渡したペットフードの荷姿
・２年間の保存
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《輸入業者の場合》
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【輸入概要の確認】

・ 輸入品目
・ 輸入数量
・ 輸入先国名
・ 輸入港
・ その他必要事項
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【成分規格・製造基準】

・規格・基準を遵守するために講じてい

る安全確保対策（海外の製造事業場の
対応を含む）

（原料の保管、加熱処理、添加物の
使用、製品の保管、品質管理）
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【帳簿の備付け１】

・名称及び数量
・輸入年月日
・輸入先国名及び輸入の相手方の氏名
又は名称

・輸入したペットフードの荷姿
・製造国名及び製造業者の氏名又は名
称並びに原材料の名称
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【帳簿の備付け２】

・譲り渡したペットフードの名称及び
数量

・相手方の氏名又は名称
・譲り渡しの年月日
・譲り渡したペットフードの荷姿
・２年間の保存
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《販売業者(卸売）の場合》
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【立入検査先の概要の確認】

・取扱品目
・取扱量
・取扱タイプ
・その他必要事項
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【帳簿の備付け】

・譲り渡したペットフードの名称及び
数量

・相手方の氏名又は名称
・譲り渡しの年月日
・譲り渡したペットフードの荷姿
・２年間の保存
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《共通事項》
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【表示の基準】

①ペットフードの名称
②原材料名
③賞味期限
④業者の氏名又は名称及び住所
⑤原産国名
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①名称
ペットフードの商品名をいうが、犬用又は猫用であることがわかるように記載

※商品名からは犬用か猫用かわかりにくい場合、商品名にその旨を併記するか、一
括表示欄などに、例えば「成犬用総合栄養食」のように犬用か猫用かわかるような
記載をすることでも可能

■成犬用総合栄養食
■内容量：１０ｋｇ
■与え方：成犬体重1ｋｇあたり1日○○ｇを目

安として、1日の給与量を2回以上に分けて
与えてください。

■成分：粗タンパク18％以上、粗脂肪5％以上、
粗繊維質5％以下、粗灰分8％以下、
水分12％以下

■原材料名：穀類（とうもろこし、小麦）、肉類
（ビーフ、チキン）、野菜類（ほうれん草、に
んじん）、ミネラル類（P、Ca）、ビタミン類（A、
B、C）、酸化防止剤（ミックストコフェロール）

■原産国名：日本

■製造者：ABCペットフード株式会社
〒100-0000
東京都千代田区○○町1-2-3

■賞味期限：袋の底に年月で印字
（最初の4ケタが西暦年、次の2ケタが月）

②賞味期限
年月日又は年月により表示
例： ２０１０ ０８

③原材料名
原則として、使用した原材料（添加物を含
む）をすべて記載

④原産国名
最終加工工程を完了した国

⑤事業者名及び住所・所在地
事業者名は、事業者の種別（製造者、輸
入者又は販売者）と名称を表示

（参考） 良い表示例
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（参考） 悪い表示例

①名称
（犬用か猫用か不明）

■内容量：１０ｋｇ

■原材料名：穀類（とうもろこし、小麦）、
肉類（ビーフ、チキン）、野菜類（ほうれ
ん草、にんじん）、ミックストコフェロー
ル

■製造国：アメリカ合衆国

■ABCペットフード株式会社
〒100-0000
東京都千代田区○○町1-2-3

■賞味期限：１２ １１②賞味期限

（年月で表示しているのか、
月年で表示しているのか不
明）

③原材料名

（用途名を併記すべき添加物
（ミックストコフェロール）に用途
名が併記されていない）

④原産国名
（原産国名を製造国と記載）

⑤事業者名及び住所・所在地

（事業者の種別（製造者、輸入
者又は販売者）が記載されてい
ない）

22



【製品の集取対象等】

当初、穀類等植物性原料を多く含む
ドライタイプの製品を中心に選定

平成24年度よりウェット製品も集取対象

なお、輸入品については、倉庫等で集取
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・集取（法に基づく原則として有償の採取）
ペットフード安全法、農薬取締法、消費者安全法、
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に
関する特別措置法（トレサ法）、種苗法、
植物防疫法、家畜伝染病予防法

・収去（法に基づく無償の採取）
飼料安全法、遺伝子組換え生物等の使用等の規
制による生物の多様性の確保に関する法律（カ
ルタヘナ法）、肥料取締法、食品衛生法、大麻取
締法等

【集取と収去】

24



【製品の集取方法①】
• 製品の試料採取は、同一賞味期限のものを対象とし

て、試験用試料及び保管用試料を各３個以上で合計
量が３００ｇ以上になるよう任意に採取

☆例：最終小分け製品（缶詰）の重量が80ｇの場合、
80ｇ×3個で240ｇとなり、300ｇを満たしていないため、

４個が試験用に必要とされ、更に保管用として４個、
合計８個の同一賞味期限の製品が必要

×3個＝240ｇ→しかし、300ｇを満たしてい

ないので、必要量は４個80g入り

25

【製品の集取方法②】
• ただし、品質が比較的均一であると考えられる場合は

１個で３００ｇ以上とする（例：ドライ製品、成型ジャー
キー、粉ミルク、ビスケット類）

☆例：最終小分け製品（ドライ製品）の重量が２００ｇの場
合、1個では３００ｇを満たしていないため、２個が試験

用に必要とされ、更に保管用として２個、合計４個の
同一賞味期限の製品が必要

200ｇ入り

×1個＝200ｇ →必要量は２個
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【集取品の対価の支払い】

・ 集取したものの対価は、時価で算定
なお、算定が困難等の理由により請求を辞
退する場合は、申出書を提出

・ 対価の請求先：検査職員の所属により異なる
消費・安全局長
地方農政局長
北海道農政事務所長
FAMIC理事長
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請 求 書

平 成 年 月 日

独 立 行 政 法 人 農 林 水 産 消 費 安 全 技 術 セ ン タ ー 理 事 長 殿

住 所

氏 名
又 は 印
名 称

代 表 者

平 成 年 月 日 実 施 の 立 入 検 査 の 際 、 集 取 さ れ た 愛 が ん 動 物 用 飼 料 に つ い て

は 、 下 記 の と お り 請 求 し ま す 。

品 名 単 価 金 額数 量

（ 、 ）個 数 重 さ

（ 商 品 名 ）

消 費 税

合 計

振 込 先 を 記 載 す る こ と
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申 出 書

平 成 年 月 日

独 立 行 政 法 人 農 林 水 産 消 費 安 全 技 術 セ ン タ ー 理 事 長 殿

住 所

氏 名
又 は 印
名 称

平 成 年 月 日 実 施 の 立 入 検 査 の 際 、 集 取 さ
れ た 愛 が ん 動 物 用 飼 料 に つ い て は 、 対 価 の 請 求 を
辞 退 し ま す 。
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集取品の試験
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【基本的な考え方】
・愛玩動物用飼料による被害事例の有無
・健康影響の強さ
・原料の汚染状況
・諸外国における規制状況

・かび毒 ・重金属
・有害微生物 ・残留農薬
・使用上の注意が必要な添加物

基準・規格の設定
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製造の方法の
基準で規定
・原料
・製造中の加熱・

乾燥等
・ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ
猫用には不可

【集取品の試験１】

・ 集取品については、原材料組成等
をもとに試験項目（アフラトキシンＢ１、
有機リン系農薬、酸化防止剤、有機
塩素系化合物、重金属等）を選定し、
試験を実施
・ 分析は、すべてFAMICで実施
・ 試験方法は、ＦＡＭＩＣで定めた方法
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【愛玩動物用飼料等の検査法】
（平成21年9月1日付け21消技第1764号）

１．水分・生菌数
２．重金属 （カドミウム、鉛、水銀、ヒ素）
３．かび毒 （アフラトキシンB1、アフラトキシンB2、

アフラトキシンG1、アフラトキシンG2、デオキシニバ
レノール、オクラトキシンA、ゼアラレノン、
フモニシンB1、フモニシンB２、フモニシンB３）

４．農薬
５．添加物 （エトキシキン、ジブチルヒドロキトルエン、

ブチルヒドロキシアニソール、亜硝酸ナトリウム、
ソルビン酸）

６．有害物質 （メラミン）

http://www.famic.go.jp/ffis/pet/sub4.html 33

　　　　項　　目 分析方法

アフラトキシンB1
液体クロマトグラフを用いた
　　　　　アフラトキシン類の同時分析法

クロルピリホスメチル

ピリミホスメチル

マラチオン

メタミドホス
液体クロマトグラフタンデム型質量分析計に
　　　　よる単成分分析法（LC/MS/MS)

エトキシキン 液体クロマトグラフ

ジブチルヒドロキシトルエン 液体クロマトグラフ

ブチチルヒドロキシアニソール 液体クロマトグラフ

有機塩素系化合物
　BHC、DDT、ｱﾙﾄﾞﾘﾝ、ﾃﾞｨﾙﾄﾞ
　ﾘﾝ、ｴﾝﾄﾞﾘﾝ、ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ・ﾍﾌﾟﾀｸ
　ﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞ）

ガスクロマトグラフを用いた同時定量法

ｶﾄﾞﾐｳﾑ、鉛、ヒ素 原子吸光光度計

ガスクロマトグラフを用いた系統的分析法

【集取品の分析法】
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【試験結果判明後の措置】

・ 試験を実施した結果、基準値を超える等
問題が認められた場合は、速やかに連絡

↓

安全確保のために必要な対策を講じる
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【検査結果の公表 】

「農林水産大臣又は環境大臣は、愛がん動物
用飼料又はその原材料を集取させたときは、当
該愛がん動物用飼料又はその原材料の検査の
結果の概要を公表しなければならない。」

これに基づき、農林水産省掲示板等に掲載
ＦＡＭＩＣホームページに掲載
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（集取品の検査結果の公表例）

集取した愛がん動物用飼料等に表示されている表示者、種類、名称、賞味期限を公表
時に記載

公     表 

 

 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平成２０年法律第８３号）第１２条第５項の規定によ

り平成○年○月に集取した愛がん動物用飼料等の検査結果の概要を次のとおり公表する。 

 

 平成○年○月○日 

                                     農林水産大臣 印 

 

製造業者等の種別、

氏名及び住所等 

愛がん動物用

飼料等の種類 

愛がん動物用

飼料等の名称 

賞味期限 試験項目 違反の有無及

び違反の内容 

（輸入業者） 

○○（株） 

東京都○○区・・・ 

犬用 ○○印ドッグフ

ード 

2011.1 かび毒-アフラトキシンB1 

農薬-マラチオン 

無 
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【分析結果の通知】

・集取品の試験結果は、公表後、関係
者に文書で通知

（原則、被検査者及び所有者）
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ペットフード等の試験結果について（通知）

平成○○年○月○日、当センター職員が貴社○○工場に立入検査した際
に集取した貴社製造のペットフード等の試験結果を下記のとおりお知らせ
します。

記

ペットフード等
の名称

試 験 の 結 果 備 考

区分 試験項目（表示値） 試験値等

○○○○ 農薬 マラチオン
ピリミホスメチル、クロル
ピリホスメチル

○ｐｐｍ
不検出

（試験結果通知例）
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ペットフードの検査の概要
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表３ ペットフード立入検査箇所数等
（平成２１年１２月～２６年３月）

立入検査場所 立入検査箇所数
うち違反が認め
られた箇所数

製造業者 133 0

輸入業者 120 0

販売業者 229 0

その他 24 0

合計 506 0
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表４ 集取品の試験結果

（平成２１年１２月～２６年３月）

検査項目 分析点数 検出点数
最大値
（μg/g）

基準値
(μg/g）

ｱﾌﾗﾄｷｼﾝＢ１ 300 73 0.012 0．02

ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ 178 11 0.624 10

ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ 178 24 2.410 2

ﾏﾗﾁｵﾝ 178 9 0.155 10

ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ 54 0 － 0.2
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表４ 集取品の試験結果

（平成２１年１２月～２６年３月）

検査項目 分析点数 検出点数
最大値
（μg/g）

基準値
(μg/g）

BHC 56 0 ー 0.01

ＤＤＴ 56 17 0.004 0.1

アルドリン・
ディルドリン

56 2 0.001 0.01

エンドリン 56 0 － 0.01

ヘプタクロル・
ヘプタクロルエポキシド

56 0 － 0.01
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表４ 集取品の試験結果

（平成２１年１２月～２６年３月）

検査項目 分析点数 検出点数
最大値
（μg/g）

基準値
(μg/g）

カドミウム 10 2 0.29 1

鉛 12 0 － 3

ヒ素 10 9 13 15

グリホサート 10 3 2.1 15

ＤＯＮ 2 0 －
2(犬用)
1(猫用) 44
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ペットフードに関する情報

新着情報
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立入検査に係る試験結果の公表



47

事業者のみなさまへの注意喚起
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ペットフード安全法（条文）



http://www.famic.go.jp/ffis/pet/
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